
令和５年７月 

大田原市スポーツ施設管理者 

 

天候不良等に伴い屋外スポーツ施設利用を中止する際の基準について 

 

 屋外スポーツ施設を利用される方からの、天候不良等に伴う施設の利用を中止する申出

に対して、下記の基準により使用料徴収について判断させていただきます。 

 

     降雪・降雨が確認される時（下記の警報等が発令されていない時）      

判断基準 目視 使用料はいただきません 

 

       大雨・暴風・大雪（特別警報、警報、注意報にあたる時）        

判断基準 気象庁発表 

使用料はいただきません。なお、警報を超える予報

が発令された場合は、施設をクローズとさせていた

だきます。 

※警報・注意報の状況は 

 気象庁ホームページの発表の栃木県大田原市情報により判断いたします。 

 https://www.jma.go.jp/bosai/warning/#lang=ja&area_type=class20s&area_code=0921000 

 

 

        雷が確認される時（雷注意報のみは対象となりません）        

判断基準 雷鳴・稲妻の確認 使用料はいただきません 

（新規に追加した項目：令和5年7月） 

     熱中症の危険性が極めて高くなると予測される時（熱中症警戒アラート発表時）     

判断基準 環境省発表 

使用料はいただきません。熱中症警戒アラートは前日の夕方

17 時と、当日の朝 5時に発表されますので、施設利用前に申

出をお願いします。 

※熱中症警戒アラートの状況は 

 環境省ホームページの発表の栃木県情報により判断いたします。 

 https://www.wbgt.env.go.jp/wbgt_data.php?region=03&prefecture=41 

 

 

 対象施設 ※施設利用キャンセルの際はご利用施設まで必ずご連絡ください 
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スポーツ振興課(県北体育館) 0287-23-8017・黒羽支所総合窓口課 0287-54-1111 


